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1.自己資本調達手段の概要
当組合の自己資本につきましては、地域のお客様による（普通）
出資金にて調達しております。
①発行主体：熊谷商工信用組合
②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額：1,878百万円
③配当率：年2.5％

2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要
当組合は、これまで内部留保による資本の積上げ等を行なうこ
とにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っ
ていると評価しております。尚、将来の自己資本の充実策につ
いては、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、
そこから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策と
して考えております。
3.信用リスクに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続の概要
信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、
当組合が損失を受けるリスクをいいます。当組合では、信用リ
スクを当組合が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、
与信業務の基本的な理念や手続き等を明示し、広く役職員に理
解と遵守を促すとともに、信用リスク管理を徹底しています。
信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、
与信ポートフォリオ管理として信用格付別や自己査定による債務
者区分別、業種別、さらには与信集中によるリスクの抑制のた
め大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力し
ております。以上、一連の信用リスク管理の状況については、
常勤役員会の中にある貸出案件審査会やリスク管理委員会で協
議検討を行うとともに、必要に応じて常勤役員会や理事会といっ
た経営陣に対する報告態勢を整備しております。貸倒引当金は、
「自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき自己査定におけ
る債務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定するとと
もに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正
な計上に努めております。

（2）リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つ
の機関を採用しています。尚、エクスポージャーの種類ごとに
適格格付機関の使い分けは行っておりません。
株式会社格付投資情報センター、株式会社日本格付研究所、ムー
ディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード・
アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ

4.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方法及び手続の概要
信用リスク削減手法とは、組合が抱えている信用リスクを軽減
化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担
保、保証などが該当します。当組合では、融資の取上げに際し、
資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、
様々な角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全
措置は、あくまでも補完的な位置付として認識しております。
したがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取
上げ姿勢に徹しております。
ただし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お
客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いた
だくなど適切な取扱いに努めております。
当組合が扱う担保には、自組合預金積金、有価証券、不動産等、
保証には、人的保証、信用保証協会保証、民間保証等がありま
すが、その手続については、組合が定める基準書や手続書等
により、適切な事務取扱い及び適正な評価を行っております。
また、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与信取引
の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。
この際、信用リスク削減方策の一つとして、組合が定める各種
約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通
知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
尚、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法には、適
格担保として自組合預金積金が該当します。
また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関
しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分
散されております。

5.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関す
るリスク管理の方針及び手続の概要
派生商品取引及び長期決済期間取引は該当がありません。

6.証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項
当組合は、証券化エクスポージャーに該当する取引はありません。

7.オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続の概要
当組合では、オペレーショナルリスクを「内部プロセス・人・シス
テムが不適切であることもしくは機能しないこと、または外生的
事象が生起することから当組合に生じる損失にかかるリスク」と
定義しています。当組合は、オペレーショナルリスクについて、
事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産
リスク、規制・制度変更リスク、風評リスクの各リスクを含む幅
広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の
基本方針を定め、確実にリスクを認識し、評価しております。
リスクの計測に関しましては、当面は、基礎的手法を採用する
こととし、態勢を整備してまいります。
また、これらのリスクに関しましては、リスク管理委員会等、各
種委員会におきまして、協議・検討するとともに、必要に応じて
経営陣による常勤役員会、理事会等に報告する態勢を整備して
おります。

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当組合は、基礎的手法を採用しております。

8.銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関す
るリスク管理の方針及び手続の概要
銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるも
のは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、
上場優先出資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファ
ンド又は投資事業組合への出資金が該当します。

9.銀行勘定における金利リスクに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続の概要
金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、
将来の収益性に対する影響をさしますが、当組合においては、双
方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢とし
ております。具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀
行勘定の金利リスクの計測を行い、リスク管理委員会で検討協議
をするとともに、必要に応じて経営陣への報告を行うなど、資産・
負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。

（2） 内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手
法の概要

金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。
・計測手法
「ギャップ分析手法」・・・保有する資産・負債の満期を基準にして、
満期が同一期間帯において資産・負債の額のギャップ（どちらが
どれだけ上回っているか）を把握し、金利改定スケジュールによ
る金利シナリオを設定して、当期利益の変化を分析して、リスク
を把握する手法
・計測対象
「資金運用・調達勘定」のうち金利感応度資産
・コア預金
対象：流動性預金
算定方法：�①過去5年の最低残高、②過去5年の最大年間流出量

を現在残高から差引いた残高、③現残高の50％相当額、
以上3つのうち最小の額を上限

・金利ショック幅
99％タイル又は1％タイル値
・リスク計測の頻度
月次（前月末基準）

当組合の自己資本の充実の状況等

健全性への取り組み
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（1）自己資本の構成に関する事項� 単位：千円

健全性への取り組み

自己資本の充実の状況

（注）�自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第22号）」に係る算式に基づき算出しており
ます。なお、当組合は国内基準を採用しております。

項　　　　　目 平成29年度 平成30年度経過措置による不算入額 経過措置による不算入額
コア資本に係る基礎項目　（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額 3,574,815 4,215,966
うち、出資金及び資本剰余金の額 1,337,453 1,878,483
うち、利益剰余金の額 2,237,362 2,374,526
うち、外部流出予定額（△） 33,951 37,042
うち、上記以外に該当するものの額 − −

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 5,767 5,929
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 5,767 5,929
うち、適格引当金コア資本算入額 − −

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本比率改正告示附則第3条第12項及び第13項）によりコ
ア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、経過措置（自己資本
比率改正告示附則第4条第6項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、経過措置（自己資本比率改正告
示附則第5条第7項）によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −

コア資本に係る基礎項目の額　　（イ） 3,580,582 4,221,895
コア資本に係る調整項目　（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 19,874 4,968 25,807
うち、のれんに係るものの額 − − −
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 19,874 4,968 25,807

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 − − −
適格引当金不足額 − − −
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 − − −
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 − − −
前払年金費用の額 − − −
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 − − −
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 − − −
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 − − −
信用協同組合連合会の対象普通出資等の額 − − −
特定項目に係る10％基準超過額 − − −
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 − − −
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 − − −
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − − −

特定項目に係る15％基準超過額 − − −
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 − − −
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 − − −
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − − −

コア資本に係る調整項目の額　　（ロ） 19,874 25,807
自己資本

自己資本の額((イ)−(ロ))　　（ハ） 3,560,708 4,196,088
リスク・アセット等　（３）

信用リスク・アセットの額の合計額 38,912,215 41,987,720
資産（オン・バランス）項目 38,846,200 41,980,220
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △745,031 △300,000
うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第8条第10項）により、なお従前の
例によるとしてリスク・アセットが適用されることになったものの額のうち、無形固定資産（のれ
ん及びモーゲージ･サービシング･ライツに係るものを除く。）に係るものの額

4,968 −

うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第8条第10項）により、なお従前の
例によるとしてリスク・アセットが適用されることになったものの額のうち、繰延税金資産に係
るものの額

− −

うち、調整項目に係る経過措置（自己資本比率改正告示附則第8条第10項）により、なお従前の
例によるとしてリスク・アセットが適用されることになったものの額のうち、前払年金費用に係
るものの額

− −

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置（自己資本比
率改正告示附則第12条第7項又は第8項）を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置
を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額

△750,000 △300,000

うち、上記以外に該当するものの額 − −
オフ・バランス取引等項目 66,014 7,500
CVAリスク相当額を8%で除して得た額 − −
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 − −

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額 2,108,556 2,110,652
信用リスク・アセット調整額 − −
オペレーショナル・リスク相当額調整額 − −
リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 41,020,771 44,098,372

自己資本比率
自己資本比率((ハ)／(ニ)) 8.68% 9.51%



21くましんの現況　ディスクロージャー2019

（2）自己資本の充実度に関する事項� 単位：百万円
平成29年度 平成30年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
イ.信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 38,912 1,556 41,987 1,679
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 38,912 1,556 41,987 1,679
（i）ソブリン向け 294 11 278 11
（ii）金融機関向け 6,537 261 6,432 257
（iii）法人等向け 11,757 470 14,261 570
（iv）中小企業等・個人向け 11,545 461 12,161 486
（v）抵当権付住宅ローン 1,049 41 979 39
（vi）不動産取得等事業向け 158 6 117 4
（vii）三ヶ月以上延滞等 5 0 139 5
（viii）信用保証協会等保証付 681 27 638 25
（ix）出資等 2,112 84 2,406 96
出資等のエクスポージャー 2,112 84 2,406 96
重要な出資のエクスポージャー ─ ─ ─ ─

（ⅹ）�他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外
部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 1,250 50 500 20

（ⅹi）�信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目
の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 135 5 259 10

（ⅹii）その他 4,061 162 4,102 164
②証券化エクスポージャー ─ ─ ─ ─
③リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー ─ ─ ─ ─
④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 4 0 ─ ─
⑤�他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置
によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 △�750 ─ △�300 ─
⑥オフ・バランス等取引項目 66 2 7 0
⑦ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額 ─ ─ ─ ─
⑧中央清算機関関連エクスポージャー ─ ─ ─ ─

ロ.オペレーショナル・リスク 2,108 84 2,110 84
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 41,020 1,640 44,098 1,763

（注）� 1.� 所要自己資本の額＝リスクアセットの額×4％
� 2.�  「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
� 3.�  「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、わが国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当

該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。
� 4.�  「三ヶ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び 「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者

向け」、「法人等向け」においてリスク・ウエイトが150％になったエクスポージャーのことです。
� 5.�  「その他」とは、（i）～（ⅹi）に区分されないエクスポージャーです。具体的には、固定資産、繰延税金資産等が含まれます。
� 6.� オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。
� �  〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法〉
� � 粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
� � 直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数　÷8％

� 7.� 単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

（3）信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）
イ.信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高〈業種別及び残存期間別〉 単位：百万円

エクスポージャー
区分

業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高     
三ヶ月以上延滞

エクスポージャー
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の

オフ・バランス取引
債券 デリバティブ取引

29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度
製造業 6,959 6,975 3,761 4,177 3,198 2,798 21 20
農業、林業 96 101 96 101 − − − −
漁業 − − − − − − − −
鉱業、採石業、砂利採取業 − − − − − − − −
建設業 6,558 7,323 6,358 7,123 200 200 8 7
電気、ガス、熱供給、水道業 400 417 1 17 399 399 − −
情報通信業 416 415 17 15 399 399 − −
運輸業、郵便業 4,313 4,986 2,518 3,190 1,795 1,795 − −
卸売業、小売業 4,807 5,014 3,704 3,911 1,103 1,102 0 0
金融業、保険業 4,760 5,047 172 67 4,588 4,979 − −
不動産業 3,360 3,728 1,565 1,931 1,795 1,796 − 85
物品賃貸業 12 9 12 9 − − − −
学術研究、専門・技術サービス業 129 170 129 170 − − − −
宿泊業 144 136 144 136 − − − 3
飲食業 934 938 934 938 − − − −
生活関連サービス業、娯楽業 282 335 282 335 − − − −
教育、学習支援業 43 52 43 52 − − − −
医療、福祉 364 437 364 437 − − − −
その他のサービス 1,850 2,050 1,850 2,050 − − 1 −
その他の産業 1 6 1 6 − − − −
国・地方公共団体等 8,329 8,914 883 935 7,446 7,979 − −
個人 12,172 12,110 12,172 12,110 − − − 18
その他 − − − − − − − −
業種別合計 55,943 59,173 35,016 37,721 20,927 21,451 31 135
1年以下 3,917 6,615 3,457 3,715 460 2,900
1年超3年以下 9,659 11,943 2,839 3,332 6,820 8,610
3年超5年以下 9,432 5,184 4,129 4,081 5,303 1,103
5年超7年以下 6,526 6,966 5,527 6,068 999 898
7年超10年以下 8,124 8,201 6,228 6,605 1,896 1,596
１０年超 17,181 18,968 11,734 12,626 5,447 6,342
期間の定めのないもの 1,092 1,292 1,092 1,292 − −
残存期間別合計 55,943 59,173 35,016 37,721 20,927 21,451
（注）� 1.�オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除く。当組合はデリバティブ取引に該当する取引はありません。
� 2.� 「三ヶ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです。
� 3.�上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等及び業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
� 4.�CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
� 5.�業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
� ※当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
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ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 単位：百万円

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

一般貸倒引当金
平成29年度 7 − − 1 5
平成30年度 5 0 − − 5

個別貸倒引当金
平成29年度 49 23 6 7 58
平成30年度 58 7 − 1 64

合計
平成29年度 57 23 6 8 64
平成30年度 64 7 − 1 70

ハ.業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等 単位：百万円

個別貸倒引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度
製造業 17 28 13 − − − 3 0 28 27 − −
農業、林業 − − − − − − − − − − − −
漁業 − − − − − − − − − − − −
鉱業、採石業、砂利採取業 − − − − − − − − − − − −
建設業 3 9 7 3 − − 0 0 9 12 − −
電気、ガス、熱供給、水道業 − − − − − − − − − − − −
情報通信業 − − − − − − − − − − − −
運輸業、郵便業 0 0 − − − − 0 0 0 0 − −
卸売業・小売業 0 0 − − − − 0 0 0 0 − −
金融業・保険業 − − − − − − − − − − − −
不動産業 − − − − − − − − − − − −
物品賃貸業 − − − − − − − − − − − −
学術研究、専門・技術サービス業 − − − − − − − − − − − −
宿泊業 − 0 0 2 − − − − 0 3 − −
飲食業 − − − − − − − − − − − −
生活関連サービス業、娯楽業 − − − − − − − − − − − −
教育、学習支援業 − − − − − − − − − − − −
医療、福祉 − − − − − − − − − − − −
その他サービス 0 0 − − − − 0 0 0 0 − −
その他の産業 − − − − − − − − − − − −
国・地方公共団体等 − − − − − − − − − − − −
個人 27 18 1 1 6 − 2 0 18 19 − −
合計 49 58 23 7 6 − 7 1 58 64 − −

（注）� 1.�当組合では、国内の限定したエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
� 2.�業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ニ.リスク・ウエイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 単位：百万円

告示で定めるリスク・ウエイト区分（％）
エクスポージャーの額

平成29年度 平成30年度
格付あり 格付なし 格付あり 格付なし

0% 4,894 2,047 6,086 1,938
10% 3,348 6,824 2,988 6,403
20% 4,285 30,227 4,477 29,403
35% − 3,203 − 2,975
50% 6,496 2 6,696 0
75% − 15,905 − 16,676
100% 4,496 8,046 4,419 10,740
150% − 2 − 94
250% − 67 − 79
1,250% − − − −
合計 23,521 66,328 24,668 68,311

（注）� 1.�格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
� 2.�エクスポージャーは信用リスク削減手法後のリスク・ウエイトに区分しています。
� 3.�コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算期間関連エクスポージャーは含まれておりません。

健全性への取り組み
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信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保証 クレジット・デリバティブ
29年度 30年度 29年度 30年度 29年度 30年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 554 513
①ソブリン向け − −
②金融機関向け − −
③法人等向け 76 78
④中小企業等・個人向け 456 412
⑤抵当権付住宅ローン 1 2
⑥不動産取得等事業向け 0 −
⑦三ヶ月以上延滞等 − 4
⑧出資等 − −
出資等のエクスポージャー − −
重要な出資のエクスポージャー − −

⑨�他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資
等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー − −

⑩�信用協同組合連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー − −

⑪その他 18 15
（注）� 当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

（4）信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 単位：百万円

（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
当組合は、派生商品取引及び長期決済期間取引に該当する取引はありません。

（6）証券化エクスポージャーに関する事項
当組合は、証券化エクスポージャーに該当する取引はありません。

（8）リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項
当組合は、リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに該当する取引はありません。

区分
売買目的有価証券 その他有価証券で時価のあるもの

貸借対照表
計上額

当期の損益
に含まれた
評価損益

取得原価
（償却原価）

貸借対照表
計上額

評価差額
うち益 うち損

上場株式 平成29年度 − − 1,897 1,873 △23 24 48
平成30年度 − − 2,191 2,263 71 121 49

非上場株式 平成29年度 − − − − − − −
平成30年度 − − − − − 7 −

合計 平成29年度 − − 1,897 1,873 △23 24 48
平成30年度 − − 2,191 2,263 71 121 49

（注）� 1.�貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
� 2.�上記の他、時価のない株式として213百万円、時価のない出資として全国信用協同組合連合会259百万円、彩の国中小企業再生ファンド0百万円があります。

（7）出資等エクスポージャーに関する事項
イ.出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 単位：百万円

売却額 株式等償却
売却益 売却損

出資等エクスポージャー 平成29年度 534 46 − −
平成30年度 1,197 117 − −

ハ.出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 単位：百万円

ロ.子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額等 
　　当組合は、子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額等に該当する取引はありません。

IRRBB1：金利リスク

項番
イ ロ

△EVE
当期末 前期末

1 上方パラレルシフト 1,703
2 下方パラレルシフト 0
3 スティープ化 984
4 フラット化
5 短期金利上昇
6 短期金利低下
7 最大値 1,703

ホ ヘ
当期末 前期末

8 自己資本の額 4,196

（9）金利リスクに関する事項 単位：百万円

（注1）�金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」
の項目に記載しております。

（注2）� 「金利リスクに関する事項」については、平成31年金融
庁告示第3号（平成31年2月18日）による改正により、平
成31年3月末から金利リスクの定義と計測方法等が変
更になりました。このため、開示初年度につき、当期
末分のみを開示しております。� �
なお、前年度開示しておりました旧基準による「金利リ
スクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する
損益・経済価値の増減額」（平成29年度）は、588百万円
でございます。この算出に使用した金利ショックは、旧
アウトライヤー基準に係る99パーセンタイル値であり、
当期末の△EVEとは計測定義等が異なります。このた
め、両者の計数の差異が金利リスクの増減を示すもの
ではありません。
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本件に関する
お問い合わせ先

熊谷商工信用組合　本部（経営支援サービス）
電話番号�：フリーダイヤル　0120-583-151
受付日時�：当組合営業日　午前９時から午後５時

お問い合わせ場所 熊谷商工信用組合　本店及び各支店窓口

受 付 日 � 当組合の営業日

受 付 日 時 午前9時～午後4時（電話は午後5時まで）

▶経営支援等に関するご相談受付窓口

　当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借入れや保証債務整理の相談
を受けた際に真摯に対応する態勢を整備しています。経営者保証の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人と
経営者の関係性や財務状況等の状況を把
握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえ
て十分に検討するなど、適切な対応に努
めています。また、どのような改善を図れ
ば経営者保証の解除の可能性が高まるか
などを具体的に説明し、経営改善支援を
行っています。

「経営者保証に関するガイドライン」への対応

平成29年度 平成30年度
新規に無保証で融資した件数 109件 201件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 11.09% 16.24%
保証契約を解除した件数 8件 7件
経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整
理の成立件数
（当組合をメイン金融機関として実施したものに限る）

0件 0件

「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況

経営支援サービス

　当組合では、販路拡大、業務改善、事業承継、経営改善など、中小企業・個人事業主のお客様の経営に関する様々なお悩
み事の解決のお手伝いや、経営に関する有益な情報の提供に、本部と各営業店が一体となって取り組んでまいります。

〈当組合の経営支援体制〉
＊�平成25年2月に「経営革新等支援機関」の認定を受け、同年6月に中小企業診断士１名を経営支援担当職員として配置。本部と各営業店
が一体となりお客様の経営支援に取り組んでおります。
＊�平成28年4月より、地域プラットフォーム「彩の国中小企業応援ネットワーク会議」に加入しております。

〈ビジネスマッチングの取り組み〉
＊�ビジネスマッチングによる地域経済の発展に貢献するため、平成30年度より「しんく
み�食のビジネスマッチング展」に参加しております。

〈外部機関との業務提携〉
＊�平成31年3月現在、以下の外部機関と業務提携を締結し、連携してお客様の支援
に取り組んでおります。
　・日本政策金融公庫熊谷支店　　　　・埼玉県信用保証協会（創業支援部）
　・（一社）埼玉県中小企業診断協会　　・埼玉県事業引継ぎ支援センター
　・（公財）埼玉県産業振興公社（埼玉県よろず支援拠点）

〈地域密着型金融の取り組み状況〉

中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取り組み

平成30年度　実績
創業・新事業展開に関する支援
�（創業期の事業者への融資実績） 25先　（実行総額82百万円）

ビジネスマッチング成約件数 � 7件　（販売先紹介、工場移転用地取得に）　　　　際する不動産業者紹介など

健全性への取り組み
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当組合へのお申出先

「お取引先店舗」又は「本部 総合企画部」へ
本　　部：総合企画部　　　　　
住　　所：〒360-0042　熊谷市本町二丁目57
電話番号：048-522-0811
受 付 日：月曜日～金曜日　（土・日・祝日および組合の休業日は除く）
受付時間：午前9時～午後5時

苦情等のお申出先

一般社団法人全国信用組合中央協会　しんくみ相談所　　　　
住　　所：〒104-0031　東京都中央区京橋1-9-1（全国信用組合会館内）
電話番号：03-3567-2456
受 付 日：月曜日～金曜日　（土・日・祝日および協会の休業日は除く）
受付時間：午前9時～午後5時

� 東京弁護士会　紛争解決センター 第一東京弁護士会　仲裁センター 第二東京弁護士会　仲裁センター

住　　所：�〒100-0013　
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

電話番号：03-3581-0031
受 付 日：�月曜日～金曜日　�

（祝日および年末年始は除く）
受付時間：�午前9時30分～午前12時、�

午後1時～午後3時

住　　所：�〒100-0013　
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

電話番号：03-3595-8588
受 付 日：�月曜日～金曜日　�

（祝日および年末年始は除く）
受付時間：�午前10時～午前12時、�

午後1時～午後4時

住　　所：�〒100-0013　
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3

電話番号：03-3581-2249
受 付 日：�月曜日～金曜日　�

（祝日および年末年始は除く）
受付時間：�午前9時30分～午前12時、�

午後1時～午後5時

当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係るご苦情等を受付けておりますので、お取引のある
店舗または下記の窓口にお気軽にお申し出ください。
＊苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するもの及びこれらに準ずるものをいいます。

保険業務に関する苦情は、一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター（電話：0570-022808）でも受け付けております。

なお、苦情対応の手続きについては、別途パンフレットを用意しておりますので、お申し付けいただくか、当組合ホームペー
ジをご覧ください。
ホームページアドレス�http://www.kumashin.co.jp/
苦情等のお申し出は当信用組合のほか、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています（詳しくは、当組合総
合企画部へご相談ください）。

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を
要請します。
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能です
ので、当組合総合企画部またはしんくみ相談所へお申し出ください。
また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外
の各地のお客様もご利用いただけます。
仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で
手続きを進める方法もあります。
　①�移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
　②��現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議シス
テム等により、共同して解決に当たる。

※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。
　具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。

当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
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リスク管理の基本方針

　金融の自由化・国際化等の進展により、金融業務はますます多様
化し、複雑化しており、金融機関経営の抱えるさまざまなリスクも増
大し、経営に多大な影響を与えています。そのため、各種リスクを
従来以上に的確に把握・分析し管理していく必要性が高まっていま
す。このため、当組合はリスク管理強化を経営の重要課題のひとつ
として位置付け、多岐にわたるリスクを総合的に管理するため、リス
ク管理委員会を設置して、経営全般にわたる諸リスクを把握し、適切
なリスク管理を行い、経営の健全性と安定した収益の確保に努めて
います。

信用リスク管理

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オ
フバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、金融機関が被る
リスクです。
　当組合は融資時の審査において融資先の経営状態を把握し、返済
財源の確保ならびに資金使途の確認などを確実に行うとともに、特
定業種に偏ることなく小口融資を徹底し、積極的に優良保証を活用し、
債権保全により、信用リスクの回避に努めることとし、融資実行後に
おいても融資先の定期的なフォローアップを実施しています。
　また、組織的には独立性のある審査体制を敷くとともに、各種研
修の積極的な受講や職場内外の教育を通じて融資の基本原則を徹底
させ、実践的な与信管理についての指導を行うことなどにより、職
員一人ひとりにおける審査・管理能力の向上を図り、当組合全体の
信用リスク管理におけるレベルアップに努めています。
　なお、個別案件ごとの審査とは別に自己責任原則のもと適正な資
産の自己査定を実施するとともに、査定内容について厳正なチェック
を行った上で査定結果に基づく適正な償却・引当を行い、資産の健
全性の確保に努めています。

市場関連リスク管理

　市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替など、さまざまな
市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産（オフバランス
資産を含む）の価格が変動し損失を被るリスクのことです。さらに、
それに付随する信用リスク等の関連リスクを加えたのが「市場関連リ
スク」であり、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクからなります。

流動性リスク管理

　流動性リスクは、財務内容の悪化等により必要な資金が確保でき
なくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも
著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る
リスク（資金繰りリスク）と、市場の混乱等により市場において取引が
できなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なく
されることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）からなります。

ALMシステムの導入

　当組合は、将来にわたる安定した収益確保のためALMシステム（資
産・負債の総合管理）を導入し、リスク管理委員会を随時開催し、信
用リスク、市場関連リスク、流動性リスクの管理、予算と実績の対比、
現状分析と収益の見通しを中心に資産・負債・収益の総合管理を行
うよう努めています。 総合企画部
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リスク管理体系図

リスク管理

事務リスク管理

　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不
正などを起こすことにより、損失を被るリスクをいいます。
　当組合では、正確かつ効率的な事務処理が信用の原点であると認
識し、役職員の事務リスクに対する考え方・意識を高め、正確性の
確保に努めています。
　具体的には、次の事項を実施しています。
①事務処理の基本である規程・要領等の整備を随時行っています。
②監査部による実地検査、各営業店における内部検査、総合企画
部による事務指導を通じて不正過誤防止を図り、当組合の社会的地
位および信用の向上ならびに事務処理体制の強化に努めています。
③徹底したシステム化により、手作業事務を縮減し、事務リスクの軽
減を図っています。

システムリスク管理

　システムリスクとは、コンピューターシステムのダウンまたは誤作
動等、システムの不備等に伴い金融機関が損失を被るリスク、さら
にはコンピューターが不正に使用されることにより金融機関が損失
を被るリスクです。
　当組合では、信組情報サービス株式会社（SKC）に加盟する共同セ
ンター方式を採用しており、SKCとの連絡・協力体制の構築に努め、
システムリスク管理の認識の共有化に努めるとともに、システムリス
ク管理体制を整備して顧客情報等の適切な管理を行っています。

コンプライアンス態勢の確立

　以上のほか、当組合の経営・取引等に係る法令、組合内規程等に
違反する行為、ならびにその恐れのある行為が発生することで、当
組合の信用失墜を招き、当組合が損失を被るリスクがあります。
　当組合では、係る事態が発生しないよう、コンプライアンス統括
部署としての総合企画部で、リスクを適切に把握・管理し、コンプラ
イアンス態勢の確立に努めています。

健全性への取り組み

リスク管理の基本方針 事務リスク管理

システムリスク管理

コンプライアンス態勢の確立

信用リスク管理

市場関連リスク管理

流動性リスク管理

ALMシステムの導入
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コンプライアンス�（法令等遵守）

コンプライアンスへの取り組みの必要性

　コンプライアンスとは、企業倫理を確立し、法令やルール（内部
規程等）を厳正に遵守するとともに、社会規範を全うすることをい
います。
　不祥事を起こすと、企業は法令違反に対する直接の制裁を刑事罰、
行政罰、民事罰などとして受けるだけでなく、社会やお客様からの
信頼を失い、大きなダメージを被ります。したがって、社会からの
信頼の確保と確立のため、コンプライアンスに対する取り組みが重
視されるのです。

コンプライアンス管理の基本方針

　当組合は、地域における協同組織金融機関として、中小零細企業
者および勤労者の資金の円滑化、ならびに組合員の方々の経済的地
位の向上に貢献することを目的とし、ひいては地域社会の発展のた
めに尽力する使命を負っています。当組合としても、コンプライアン
スを組織全体に浸透させ、不祥事の防止を図るとともに、反社会的
勢力の排除に向けての取り組みをより強化する必要があります。
　当組合のコンプライアンスへの取り組みの基本方針は、次の通り
です。
1． 社会的使命と公共性の自覚と責任
（1）�当組合は、常に健全経営に徹することにより、中小零細企業者

および勤労者の金融の円滑化に努めます。
（2）�当組合は、常にお客様と組合員の方々へのサービスの向上に

努めることにより、地域の中小零細企業者および勤労者の経済、
社会、生活の健全な発展に貢献します。

2．信頼の確保
（1）�当組合は、常に各種法令・規則を遵守し、その精神を尊重し

ます。
（2）�当組合は、誠実・公正な行動により、社会・顧客からの信頼

の確保に努めます。
3．経営の透明性の確保
当組合は、常に組合員のみなさま、地域社会、ならびに職員との
コミュニケーションを重視し、開かれた経営を実践します。

4．反社会的勢力との対決
当組合は、反社会的勢力の介入に対して、断固として立ち向かい、
これを排除します。

　昨今、大手金融機関への業務改善命令や一部業務の停止命令などの行政処分が相次いでいます。多くは、優越
的地位を利用した金融商品の販売や、個人情報の漏洩、不祥事件の隠蔽等に関わるものですが、いずれも金融機関
経営者のコンプライアンスに対する意識が希薄であったと言わざるをえません。
　当組合では、経営者が先頭に立ち、法令遵守、相互牽制、個人情報保護等の適切な対応を推進して参ります。

コンプライアンス

取引時確認（本人確認）

　平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関す
る法律（犯罪収益移転防止法）」が改正され、平成25年4月1日から完
全施行されました。
　この法律の目的は、「犯罪による収益の移転防止を図り、テロに対
する資金供与の防止を確保することによって、国民生活の安全と平
穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与すること」とされ、第4条
では特定事業者（金融機関等）は公的証明書により顧客の本人特定事項
（顧客が自然人である場合は、当該自然人の氏名、住居及び生年月日、
顧客が法人である場合は、当該法人の名称及び本店又は主たる事務
所の所在地）を確認することに加え、取引を行う目的、当該顧客が自
然人である場合にあっては、職業、法人である場合にあっては、事
業の内容、及び実質的支配者を確認することが義務付けられました。
　さらに、マネー・ロンダリング対策強化のため、平成28年10月
1日より、改正犯罪収益移転防止法が施行され、取引時の確認方法
が強化されました。具体的には、①顔写真の無い本人確認書類の場
合には、別の本人確認書類の提示や郵送等での確認が必要となり、
②法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法として、
社員証は使えなくなり、委任状等での確認が必要となりました。また、
③法人の実質的支配者に該当する自然人を特定し、その方の本人特
定事項の申告をすることが求められ、④外国政府等において重要な
公的地位にある方等（外国人PEPs）については、厳格な確認の対象と
なりました。
　加えて、経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口
座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD
で策定された「共通報告基準（CRS）」に従って、金融機関が非居住者に
係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で
互いに提供することとなりました。具体的には、平成29年1月1日以後、
新たに金融機関等に口座開設等を行う者は、金融機関等へ居住地国
名等を記載した届出書の提出が必要となりました。

コンプライアンスへの取り組みの必要性 取引時確認（本人確認）等

コンプライアンス管理の基本方針


